
調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 40

無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の
方法

現在
の
状況

5 8 2 40

2 201 青森市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 青森市男女共同参画推進条例 2018年3月23日 2018年4月1日 青森市男女共同参画プラン 2016年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 0

2 202 弘前市 ひとづくり推進室 1 2 0 1 0 弘前市男女共同参画プラン2018～2022 2018年11月1日 ～ 2023年3月31日 1 1

2 203 八戸市 市民連携推進課 1 2 0 1 八戸市男女共同参画基本条例 2001年9月27日 2001年10月1日
第4次八戸市男女共同参画基本計画　～男女
共同参画社会をめざすはちのへプラン2017～

2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

2 204 黒石市 企画課 1 2 1 1 0 第３次くろいし男女共同参画推進プラン 2020年4月1日 ～ 2026年3月31日 1 1

2 205 五所川原市 男女共同参画室 1 2 0 1 0 第4次五所川原市男女共同参画計画 2017年4月1日 ～ 2022年3月31日 1 1

2 206 十和田市 総務課 1 2 1 1 0
第２次十和田市男女共同参画社会推進
計画

2012年4月 ～ 2022年3月 1 1

2 207 三沢市 広報広聴課 1 2 1 0 0
第２次みさわハーモニープラン～男女共
同参画社会をめざして～

2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

2 208 むつ市 市民連携課 1 2 0 0 0 第２次むつ市男女共同参画推進基本計画 2013年4月 ～ 2023年3月 0 1

2 209 つがる市 企画調整課 1 2 0 1 0 第2次つがる市男女共同参画プラン 2017年3月 ～ 2026年3月 1 0

2 210 平川市 生涯学習課 2 2 0 1 0
第3次平川市男女共同参画推進プラン
ひらかわきらめきプラン

2017年3月 ～ 2022年3月 1 1

2 301 平内町 総務課 1 2 0 0 0
第２次平内町男女共同参画プラン～豊か
な人間性と郷土を求めて～

2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

2 303 今別町 総務企画課 1 2 0 0 0 第３次今別町男女共同参画推進計画 2019年3月 ～ 2023年3月 1 1

2 304 蓬田村 健康福祉課 1 2 0 0 0
第２次蓬田村男女共同参画推進計画～
みんなが輝き、支える社会を目指して～

2014年4月 ～ 2024年3月 0 1

2 307 外ヶ浜町 総務課 1 2 0 0 0 第二次外ヶ浜町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2026年3月31日 0 1

2 321 鰺ヶ沢町 政策推進課 1 2 0 0 0
鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン　～尊
重・参画・連携協働による良好な関係構
築をめざして～

2012年4月 ～ 2021年3月 0 1

2 321 鰺ヶ沢町 政策推進課 1 2 0 0 0
鰺ヶ沢町男女共同参画推進プラン　～尊
重・参画・連携協働による良好な関係構
築をめざして～

2012年5月 ～ 2021年4月 0 1

2 343 西目屋村 住民課 1 2 0 0 0 西目屋村男女共同参画計画 2021年4月 ～ 2031年3月 0 1

2 361 藤崎町 生涯学習課 2 2 0 0 0 第2次藤崎町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

2 362 大鰐町 総務課 1 2 0 0 0 第2次大鰐町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

2 367 田舎館村 総務課 1 2 0 0 0 田舎館村男女共同参画推進計画 2021年4月 ～ 2031年3月 0 1

2 381 板柳町
板柳町教育委員会生涯
学習課

2 2 0 0 0 板柳町男女共同参画推進計画 2012年3月 ～ 2022年3月31日 0 1

2 384 鶴田町 教育委員会 2 2 0 0 0 鶴田町男女共同参画推進計画 2012年4月 ～ 2022年3月 0 1

2 387 中泊町 総合戦略課 1 2 0 0 0 第2次男女共同参画推進プラン 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

2 401 野辺地町 地域戦略課 1 2 0 0 0
野辺地町男女共同参画基本計画～お互
いを理解・尊重し協働で創る明るく元気あ
る未来～

2012年4月 ～ 2022年3月 0 1

2 402 七戸町 企画調整課 1 2 0 0 0 第2次七戸町男女共同参画基本計画 2014年4月 ～ 2024年3月 0 1

2 405 六戸町 総務課 1 2 0 0 0 六戸町男女共同参画基本計画 2012年4月1日 ～ 2021年3月31日 0 1

2 406 横浜町 企画財政課 1 2 0 0 2 横浜町男女共同参画基本計画 2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

2 408 東北町 企画課 1 2 1 0 0
東北町男女共同参画プラン～”あきらめ”
から”チャレンジ”のステージへ～

2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

2 411 六ヶ所村 社会教育課 2 2 0 0 0 六ヶ所村男女共同参画社会基本計画 2011年3月 ～ 2020年3月 0 1

2 412 おいらせ町 政策推進課 1 2 0 0 0 第３次おいらせ町男女共同参画プラン 2019年4月1日 ～ 2024年3月31日 1 0

2 423 大間町 総務課 1 2 0 0 0 大間町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2030年3月31日 0 1

有有
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所

属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2021年4月1日現在で有効なもの）

市町村４－１



無 無

条例名称 公布日（西暦） 施行日（西暦）

現
在
の
状
況

計画名称

女性活
躍推進
法との
関係

計画
策定
の
方法

現在
の
状況

有有
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属 計画期間

男女共同参画に関する条例
男女共同参画に関する計画

（2021年4月1日現在で有効なもの）

2 424 東通村 企画課 1 2 0 0 0 東通村男女共同参画推進計画 2019年11月 ～ 2023年11月 1 1

2 425 風間浦村 総務課 1 2 0 0 0 風間浦村男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2031年3月31日 1 1

2 426 佐井村 総合戦略課 1 2 0 0 0
佐井村男女共同参画推進計画　～女性
がいきいきと活躍するむら～

2021年4月 ～ 2030年3月 1 1

2 441 三戸町
まちづくり推進課やわらか
さんのへ交流室

1 2 0 0 0
第２期三戸町男女共同参画社会基本計
画

2020年4月1日 ～ 2029年3月31日 1 0

2 442 五戸町 総合政策課 1 2 0 0 0 第２次五戸町男女共同参画推進計画 2021年4月1日 ～ 2030年3月31日 1 1

2 443 田子町 政策推進課 1 2 0 0 0
田子町男女共同参画計画　～手をつなぎ
共に歩もう　ゆとりと活気のある町（たっ
こ）～

2012年4月 ～ 2022年3月 0 1

2 445 南部町 住民生活課 1 2 0 0 0
第二次南部町男女共同参画社会基本計
画

2019年4月 ～ 2029年3月 1 1

2 446 階上町 総務課 1 2 0 0 0 階上町男女共同参画プラン 2012年4月1日 ～ 2022年3月31日 0 1

2 450 新郷村 総務課 1 2 0 0 0 新郷村男女共同参画推進計画 2017年4月1日 ～ 2027年3月31日 1 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画 現在の状況
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係 １　策定に向け検討中
２　教育委員会 ０　無 １　2022年3月末までの制定を目途に検討中 １　一体 ０　策定予定がない、検討していない

２　2021年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他 計画の策定方法
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない １　単独計画として策定
２　１ではない ０　無 ０　総合計画の一部として策定

市町村４－１



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

1 0 1 0 1 0 0 1 0

2 201 青森市 青森市男女共同参画プラザ カダール 030-0801 青森市新町1丁目3番7号アウガ5F 017-776-8800 017-776-8828 http://www.kadar-acor.jp/ ○ ○ ○

2 202 弘前市

2 203 八戸市

2 204 黒石市

2 205 五所川原市

2 206 十和田市

2 207 三沢市

2 208 むつ市

2 209 つがる市

2 210 平川市

2 301 平内町

2 303 今別町

2 304 蓬田村

2 307 外ヶ浜町

2 321 鰺ヶ沢町

2 323 深浦町

2 343 西目屋村

2 361 藤崎町

2 362 大鰐町

2 367 田舎館村

2 381 板柳町

2 384 鶴田町

2 387 中泊町

2 401 野辺地町

2 402 七戸町

2 405 六戸町

2 406 横浜町

2 408 東北町

2 411 六ヶ所村

2 412 おいらせ町

2 423 大間町

2 424 東通村

2 425 風間浦村

青森県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2021年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド
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区

町

村
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ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

市町村４－２



愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(2021年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府
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コ
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ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

2 426 佐井村

2 441 三戸町

2 442 五戸町

2 443 田子町

2 445 南部町

2 446 階上町

2 450 新郷村

市町村４－２



調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 青森県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

2 201 青森市 青森市男女共同参画プラザ 2001年1月26日 14 0 37,596 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 託児室の管理・運営

2 202 弘前市

2 203 八戸市
2 204 黒石市
2 205 五所川原市

2 206 十和田市

2 207 三沢市

2 208 むつ市

2 209 つがる市

2 210 平川市

2 301 平内町

2 303 今別町
2 304 蓬田村
2 307 外ヶ浜町

2 321 鰺ヶ沢町

2 323 深浦町

2 343 西目屋村

2 361 藤崎町

2 362 大鰐町

2 367 田舎館村

2 381 板柳町

2 384 鶴田町

2 387 中泊町

2 401 野辺地町

2 402 七戸町

2 405 六戸町

2 406 横浜町

2 408 東北町

2 411 六ヶ所村

2 412 おいらせ町

2 423 大間町

2 424 東通村

2 425 風間浦村

2 426 佐井村

2 441 三戸町

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道
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県
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区

町

村

コ

ー

ド
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区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２１　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

市町村４－２ (2)
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主　　　　な　　　　事　　　　業
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村

コ

ー

ド

市

区

町

村
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職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(２０２１　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

2 442 五戸町

2 443 田子町

2 445 南部町

2 446 階上町

2 450 新郷村

市町村４－２ (2)



調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

3 10 0 0.0 11 0 0.0 30 1 3.3 22 0 0.0 3,460 158 4.6

2 201 青森市 1996年10月22日 「男女共同参画都市」青森宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 407 16 3.9

2 202 弘前市 1 0 0.0 1 0 0.0 326 7 2.1

2 203 八戸市 2001年6月25日 はちのへ男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 2 0 0.0 466 18 3.9

2 204 黒石市 1 0 0.0 1 0 0.0 151 9 6.0

2 205 五所川原市 1 0 0.0 1 0 0.0 268 22 8.2

2 206 十和田市 1 0 0.0 1 0 0.0 292 19 6.5

2 207 三沢市 1 0 0.0 1 0 0.0 109 9 8.3

2 208 むつ市 1 0 0.0 1 0 0.0 163 4 2.5

2 209 つがる市 1 0 0.0 1 0 0.0 131 2 1.5

2 210 平川市 1 0 0.0 1 0 0.0 66 1 1.5

2 301 平内町 1 0 0.0 1 0 0.0 - -

2 303 今別町 1 0 0.0 0 0 17 0 0.0

2 304 蓬田村 1 0 0.0 1 0 0.0 10 0 0.0

2 307 外ヶ浜町 1 1 100.0 0 0 40 1 2.5

2 321 鰺ヶ沢町 1 0 0.0 1 0 0.0 70 1 1.4

2 323 深浦町 1 0 0.0 1 0 0.0 31 0 0.0

2 343 西目屋村 1 0 0.0 0 0 7 0 0.0

2 361 藤崎町 1 0 0.0 1 0 0.0 48 3 6.3

2 362 大鰐町 1 0 0.0 0 0 22 1 4.5

2 367 田舎館村 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

2 381 板柳町 1 0 0.0 1 0 0.0 43 2 4.7

2 384 鶴田町 1 0 0.0 1 0 0.0

2 387 中泊町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 1 3.3

2 401 野辺地町 2000年8月26日 野辺地町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 23 0 0.0

2 402 七戸町 1 0 0.0 1 0 0.0 122 12 9.8

2 405 六戸町 1 0 0.0 1 0 0.0 50 7 14.0

2 406 横浜町 1 0 0.0 0 0 29 0 0.0

2 408 東北町 1 0 0.0 1 0 0.0 109 10 9.2

2 411 六ヶ所村 1 0 0.0 1 0 0.0 27 0 0.0

2 412 おいらせ町 1 0 0.0 1 0 0.0 55 1 1.8

2 423 大間町 1 0 0.0 0 0 17 2 11.8

2 424 東通村 1 0 0.0 1 0 0.0 29 0 0.0

2 425 風間浦村 1 0 0.0 0 0 4 0 0.0

2 426 佐井村 1 0 0.0 1 0 0.0 13 0 0.0

2 441 三戸町 1 0 0.0 1 0 0.0 24 0 0.0

2 442 五戸町 1 0 0.0 1 0 0.0 63 1 1.6

2 443 田子町 1 0 0.0 1 0 0.0 48 4 8.3

2 445 南部町 1 0 0.0 1 0 0.0 64 0 0.0

2 446 階上町 1 0 0.0 1 0 0.0 19 1 5.3

2 450 新郷村 1 0 0.0 0 0 46 4 8.7

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

青森県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）
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女
性
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（％）

女
性
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 その他

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

484 371 4,835 1,279 26.5 746 633 9,104 2,326 25.5 201 89 1,117 137 12.3 657 37 5.6 753 42 5.6

小計 727 618 8,177 2,029 24.8 198 89 1,110 137 12.3

2 201 青森市 30.0 2024年3月 43 37 539 139 25.8 法律又は条例の定めにより設置された市の附属機関 40 35 419 112 26.7 5 2 35 4 11.4 34 2 5.9 35 2 5.7 2 2021年5月31日 2 2021年5月31日 2 2021年5月1日
2 202 弘前市 46 38 520 133 25.6 5 2 39 4 10.3 34 2 5.9 35 2 5.7 2 2021年5月21日 2 2021年5月21日 2 2021年5月20日

2 203 八戸市 30.0 2022年3月 85 42 612 169 27.6 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の４第３項の規定に基づ
き、法律又は条例の定めるところにより市が設置した機関

50 42 612 169 27.6 5 4 33 6 18.2 34 1 2.9 35 1 2.9 1 1 1

2 204 黒石市 30.0 2026年3月 40 33 408 89 21.8 法令、条例に基づき設置された会 35 29 382 85 22.3 5 4 26 4 15.4 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1

2 205 五所川原市 30.0 2022年3月 31 25 375 84 22.4 広域のものを除き、法律や政令、条例により設置されている審議会
や委員会等（地方自治法第202条の3、第180条の5）

26 23 342 82 24.0 5 2 33 2 6.1 25 2 8.0 1 1 1

2 206 十和田市 40.0 2022年3月 29 24 275 80 29.1 条例、規則、要綱等で、その担任する事項について「調停、審査、審
議、又は調査等を行う」と定められている審議会等

22 20 231 75 32.5 5 2 32 2 6.3 18 2 11.1 19 2 10.5 1 1 1

2 207 三沢市 30.0 2022年3月 32 32 432 137 31.7 条例等により設置されている審議会等 32 32 401 134 33.4 5 4 27 6 22.2 31 3 9.7 32 3 9.4 1 1 1

2 208 むつ市 30.0 2022年3月 40 33 287 70 24.4
法律または政令により設置されている審議会等／法律により設置さ
れている委員会等／条例または規則等により設置されている懇談
会、会議等／要綱等により設置されている懇談会、会議等

21 19 287 70 24.4 5 2 32 3 9.4 25 1 4.0 26 1 3.8 2 2020年12月1日 2 2020年12月1日 2 2020年12月1日

2 209 つがる市 40.0 2026年3月 30 23 397 112 28.2 条例・規則などにより設置されている委員会、審議会等 30 23 397 112 28.2 4 3 48 6 12.5 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
2 210 平川市 30.0 2022年3月 52 42 664 177 26.7 市審議会等 30 27 344 92 26.7 5 2 33 3 9.1 20 1 5.0 21 1 4.8 1 1 1
2 301 平内町 15 10 137 18 13.1 5 3 23 4 17.4 17 1 5.9 18 1 5.6 1 2 2021年5月1日 2 2021年5月1日
2 303 今別町 9 7 83 18 21.7 5 1 25 3 12.0 20 1 5.0 21 1 4.8 1 1 1
2 304 蓬田村 15 10 145 25 17.2 5 2 24 2 8.3 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
2 307 外ヶ浜町 11 10 139 50 36.0 5 1 29 2 6.9 16 1 6.3 17 1 5.9 1 1 1
2 321 鰺ヶ沢町 13 9 131 20 15.3 5 2 26 4 15.4 16 0 0.0 2 2021年6月1日 2 2021年6月1日 2 2021年6月1日
2 323 深浦町 15 13 165 28 17.0 5 2 27 4 14.8 13 0 0.0 14 0 0.0 2 2021年7月1日 2 2021年7月1日 2 2021年7月1日
2 343 西目屋村 7 3 47 5 10.6 5 1 22 2 9.1 10 0 0.0 11 0 0.0 1 1 1
2 361 藤崎町 19 16 220 57 25.9 5 2 25 3 12.0 11 0 0.0 12 0 0.0 1 1 1
2 362 大鰐町 18 14 176 36 20.5 5 2 23 3 13.0 10 0 0.0 11 0 0.0 2 2021年7月1日 2 2021年7月1日 2 2021年7月1日
2 367 田舎館村 14 9 127 30 23.6 5 2 23 3 13.0 9 0 0.0 10 0 0.0 1 1 1
2 381 板柳町 10 9 118 29 24.6 5 1 26 1 3.8 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
2 384 鶴田町 10 8 136 25 18.4 5 3 31 3 9.7 9 0 0.0 10 0 0.0 1 2 2021年7月1日 2 2021年7月1日
2 387 中泊町 8 7 96 25 26.0 5 3 28 4 14.3 15 2 13.3 16 2 12.5 1 1 1
2 401 野辺地町 30.0 2022年3月 16 16 157 49 31.2 不明 16 16 157 49 31.2 5 3 21 5 23.8 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1
2 402 七戸町 10 9 186 72 38.7 5 2 28 4 14.3 19 1 5.3 20 1 5.0 1 1 1
2 405 六戸町 20.0 2026年3月 5 4 30 5 16.7 条例、規則等により設定されている審議会等 11 7 105 10 9.5 4 3 26 4 15.4 18 0 0.0 19 0 0.0 1 1 1
2 406 横浜町 12 11 137 28 20.4 5 2 22 3 13.6 16 1 6.3 17 1 5.9 1 1 1
2 408 東北町 8 8 113 19 16.8 5 2 28 5 17.9 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1
2 411 六ヶ所村 10 9 119 29 24.4 5 2 27 3 11.1 21 2 9.5 22 2 9.1 1 1 1
2 412 おいらせ町 40.0 2021年 54 38 374 110 29.4 法律、政令又は条例により設置されている審議会等 32 31 315 94 29.8 5 2 32 2 6.3 17 2 11.8 18 2 11.1 1 1 1
2 423 大間町 14 8 160 21 13.1 5 3 21 4 19.0 16 1 6.3 17 1 5.9 1 1 1
2 424 東通村 19 18 158 36 22.8 5 0 22 0 0.0 1 1 1
2 425 風間浦村 12 11 100 26 26.0 5 4 20 7 35.0 17 1 5.9 18 1 5.6 1 1 1
2 426 佐井村 7 6 91 15 16.5 5 2 20 4 20.0 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
2 441 三戸町 23.0 2029年3月 10 9 112 23 20.5 法律または政令により設置されている審議会等 10 9 112 23 20.5 5 3 39 6 15.4 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1
2 442 五戸町 14 13 171 40 23.4 5 1 32 2 6.3 21 3 14.3 22 3 13.6 1 1 1
2 443 田子町 11 9 123 27 22.0 5 2 23 3 13.0 1 1 1

2 445 南部町 30.0 2028年3月 17 13 173 35 20.2 法令又は政令により設置されている審議会等及び条例、規則等によ
り設置されている懇談会、会議等

12 11 145 33 22.8 5 2 28 2 7.1 20 3 15.0 1 1 1

2 446 階上町 26 23 264 63 23.9 5 3 28 4 14.3 19 0 0.0 20 0 0.0 1 1 1
2 450 新郷村 7 6 66 14 21.2 5 1 23 1 4.3 18 3 16.7 19 3 15.8 1 1 1
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）

うち うち うち うち うち うち うち うち

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

を
含
む
数

女
性
委
員

等
数

女
性
委
員

数女
性
委
員

数女
性
委
員

19 15 927 297 32.0 3 0 7 0 0.0

青森市 3 2 121 27 22.3 0 0 0 0

弘前市 4 3 201 60 29.9 0 0 0 0

八戸市 2 2 146 47 32.2 1 0 2 0 0.0

黒石市 0 0 0 0 0 0 0 0

五所川原市 6 5 183 64 35.0 0 0 0 0

十和田市 0 0 0 0 0 0 0 0

三沢市 0 0 0 0 0 0 0 0

むつ市 2 1 40 5 12.5 0 0 0 0

つがる市 0 0 0 0 0 0 0 0

平川市 0 0 0 0 0 0 0 0

平内町 0 0 0 0 0 0 0 0

今別町 0 0 0 0 0 0 0 0

蓬田村 0 0 0 0 0 0 0 0

外ヶ浜町 0 0 0 0 0 0 0 0

鰺ヶ沢町 0 0 0 0 0 0 0 0

深浦町 0 0 0 0 0 0 0 0

西目屋村 0 0 0 0 0 0 0 0

藤崎町 0 0 0 0 0 0 0 0

大鰐町 0 0 0 0 0 0 0 0

田舎館村 0 0 0 0 0 0 0 0

板柳町 0 0 0 0 0 0 0 0

鶴田町 0 0 0 0 0 0 0 0

中泊町 0 0 0 0 0 0 0 0

野辺地町 0 0 0 0 0 0 0 0

七戸町 0 0 0 0 0 0 0 0

六戸町 0 0 0 0 1 0 4 0 0.0

横浜町 1 1 96 49 51.0 1 0 1 0 0.0

東北町 0 0 0 0 0 0 0 0

六ヶ所村 0 0 0 0 0 0 0 0

おいらせ町 0 0 0 0 0 0 0 0

大間町 0 0 0 0 0 0 0 0

東通村 0 0 0 0 0 0 0 0

風間浦村 0 0 0 0 0 0 0 0

佐井村 0 0 0 0 0 0 0 0

三戸町 0 0 0 0 0 0 0 0

五戸町 1 1 140 45 32.1 0 0 0 0

田子町 0 0 0 0 0 0 0 0

南部町 0 0 0 0 0 0 0 0

階上町 0 0 0 0 0 0 0 0

新郷村 0 0 0 0 0 0 0 0
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調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）

1 2

うち

うち うち うち うち うち うち うち

管

理

職

数

女

性

うち
女理
性職
管数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

うち
女
性
数

女

性

数

1,601 236 14.7 1,116 116 10.4 232 24 10.3 148 12 8.1 118 18 15.3 88 7 8.0 1,251 194 15.5 880 97 11.0 1,913 510 26.7 1,470 313 21.3 2,719 1,075 39.5 1,986 652 32.8 327 32 9.8 48 0 0.0

2 201 青森市 248 41 16.5 175 19 10.9 24 4 16.7 21 3 14.3 34 6 17.6 26 2 7.7 190 31 16.3 128 14 10.9 335 63 18.8 285 30 10.5 647 264 40.8 532 181 34.0 1 8 1 12.5 3 0 0.0 1

2 202 弘前市 96 14 14.6 76 11 14.5 27 4 14.8 20 4 20.0 69 10 14.5 56 7 12.5 239 45 18.8 188 31 16.5 411 160 38.9 292 108 37.0 1 10 0 0.0 1 0 0.0 1

2 203 八戸市 235 39 16.6 106 10 9.4 23 2 8.7 15 1 6.7 42 5 11.9 27 1 3.7 170 32 18.8 64 8 12.5 232 79 34.1 148 43 29.1 272 113 41.5 179 59 33.0 1 12 2 16.7 1 0 0.0 1

2 204 黒石市 60 11 18.3 34 5 14.7 28 4 14.3 9 0 0.0 2 2 100.0 0 0 30 5 16.7 25 5 20.0 81 37 45.7 48 20 41.7 83 48 57.8 35 14 40.0 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

2 205 五所川原市 58 2 3.4 46 1 2.2 11 0 0.0 9 0 0.0 4 1 25.0 3 0 0.0 43 1 2.3 34 1 2.9 45 10 22.2 35 5 14.3 77 17 22.1 63 15 23.8 1 7 1 14.3 1 0 0.0 1

2 206 十和田市 95 32 33.7 29 11 37.9 33 5 15.2 8 2 25.0 62 27 43.5 21 9 42.9 36 7 19.4 26 4 15.4 90 25 27.8 67 18 26.9 1 2 0.0 2 0.0 1

2 207 三沢市 113 20 17.7 58 7 12.1 17 1 5.9 9 0 0.0 14 0 0.0 10 0 0.0 82 19 23.2 39 7 17.9 77 22 28.6 41 10 24.4 146 61 41.8 58 26 44.8 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

2 208 むつ市 112 19 17.0 112 19 17.0 25 2 8.0 25 2 8.0 18 4 22.2 18 4 22.2 69 13 18.8 69 13 18.8 77 38 49.4 67 28 41.8 58 20 34.5 56 18 32.1 1 6 1 16.7 1 0 0.0 1

2 209 つがる市 55 3 5.5 45 2 4.4 11 0 0.0 9 0 0.0 0 0 0 0 44 3 6.8 36 2 5.6 88 19 21.6 39 4 10.3 56 6 10.7 29 5 17.2 1 119 4 3.4 12 0 0.0 1

2 210 平川市 33 2 6.1 28 2 7.1 10 0 0.0 10 0 0.0 2 0 0.0 2 0 0.0 21 2 9.5 16 2 12.5 58 16 27.6 55 15 27.3 27 6 22.2 23 5 21.7 1 4 0 0.0 0 0 1

2 301 平内町 36 7 19.4 26 2 7.7 36 7 19.4 26 2 7.7 40 12 30.0 22 5 22.7 50 28 56.0 17 3 17.6 1 5 0 0.0 2 0 0.0 1

2 303 今別町 6 0 0.0 6 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0.0 6 0 0.0 5 1 20.0 5 1 20.0 3 0 0.0 3 0 0.0 1 1 0 0.0 0 0 1

2 304 蓬田村 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 9 1 11.1 11 4 36.4 11 4 36.4 5 0 0.0 5 0 0.0 1 7 1 14.3 2 0 0.0 1

2 307 外ヶ浜町 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 18 3 16.7 18 3 16.7 27 4 14.8 27 4 14.8 1 1 0 0.0 0 0 1

2 321 鰺ヶ沢町 16 0 0.0 15 0 0.0 16 0 0.0 15 0 0.0 45 9 20.0 35 7 20.0 35 18 51.4 28 13 46.4 1 2 0 0.0 0 0 1

2 323 深浦町 24 3 12.5 19 1 5.3 24 3 12.5 19 1 5.3 61 8 13.1 46 4 8.7 10 3 30.0 6 0 0.0 1 2 0 0.0 1

2 343 西目屋村 7 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 7 0 0.0 5 1 20.0 5 1 20.0 12 4 33.3 11 4 36.4 1 2 0 0.0 1 0 0.0 1

2 361 藤崎町 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 13 0 0.0 24 4 16.7 24 4 16.7 36 10 27.8 36 10 27.8 1 3 0 0.0 1

2 362 大鰐町 17 1 5.9 12 0 0.0 17 1 5.9 12 0 0.0 12 9 75.0 6 4 66.7 26 17 65.4 17 8 47.1 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

2 367 田舎館村 11 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.0 0 0 9 2 22.2 9 2 22.2 19 6 31.6 16 3 18.8 1 2 0 0.0 0 0 1

2 381 板柳町 19 3 15.8 12 2 16.7 19 3 15.8 12 2 16.7 18 9 50.0 10 2 20.0 34 15 44.1 23 7 30.4 1 1

2 384 鶴田町 9 0 0.0 8 0 0.0 9 0 0.0 8 0 0.0 17 3 17.6 13 3 23.1 32 15 46.9 27 13 48.1 1 14 2 14.3 1 0 0.0 1

2 387 中泊町 23 6 26.1 21 5 23.8 2 0 0.0 2 0 0.0 21 6 28.6 19 5 26.3 19 6 31.6 16 3 18.8 16 6 37.5 14 6 42.9 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

2 401 野辺地町 17 3 17.6 15 1 6.7 17 3 17.6 15 1 6.7 15 3 20.0 14 2 14.3 66 18 27.3 60 12 20.0 1 6 0 0.0 1 0 0.0 1

2 402 七戸町 19 1 5.3 19 1 5.3 19 1 5.3 19 1 5.3 29 5 17.2 29 5 17.2 43 13 30.2 43 13 30.2 1 10 3 30.0 1 0 0.0 1

2 405 六戸町 17 2 11.8 12 0 0.0 17 2 11.8 12 0 0.0 15 3 20.0 13 2 15.4 25 13 52.0 16 5 31.3 1 4 0 0.0 1 0 0.0 1

2 406 横浜町 13 2 15.4 12 2 16.7 13 2 15.4 12 2 16.7 9 3 33.3 7 2 28.6 12 5 41.7 11 4 36.4 1 8 2 25.0 1 0 0.0 1

2 408 東北町 19 0 0.0 19 0 0.0 19 0 0.0 19 0 0.0 45 12 26.7 45 12 26.7 22 7 31.8 17 2 11.8 1 11 2 18.2 1 0 0.0 1

2 411 六ヶ所村 17 3 17.6 15 3 20.0 17 3 17.6 15 3 20.0 28 18 64.3 26 17 65.4 28 16 57.1 25 15 60.0 1 8 1 12.5 1 0 0.0 1

2 412 おいらせ町 25 3 12.0 16 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 12.0 16 0 0.0 30 11 36.7 24 6 25.0 108 55 50.9 68 22 32.4 1 7 1 14.3 1 0 0.0 1

2 423 大間町 12 1 8.3 10 1 10.0 12 1 8.3 10 1 10.0 15 4 26.7 13 3 23.1 8 4 50.0 3 1 33.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

2 424 東通村 18 0 0.0 18 0 0.0 18 0.0 18 0.0 29 0 0.0 25 0 0.0 35 4 11.4 29 4 13.8 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

2 425 風間浦村 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 10 0 0.0 3 0 0.0 3 0 0.0 6 2 33.3 6 2 33.3 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

2 426 佐井村 10 1 10.0 9 0 0.0 10 1 10.0 9 0 0.0 7 3 42.9 5 2 40.0 11 6 54.5 10 5 50.0 1 10 3 30.0 1 0 0.0 1

2 441 三戸町 46 4 8.7 26 0 0.0 23 2 8.7 13 0 0.0 23 2 8.7 13 0 0.0 29 11 37.9 14 1 7.1 74 42 56.8 31 9 29.0 1 3 0 0.0 1 0 0.0 1

2 442 五戸町 15 2 13.3 15 2 13.3 15 2 13.3 15 2 13.3 25 8 32.0 25 8 32.0 29 15 51.7 27 13 48.1 1 12 4 33.3 2 0 0.0 1

2 443 田子町 13 0 0.0 11 0 0.0 13 0 0.0 11 0 0.0 18 7 38.9 14 3 21.4 1 6 3 50.0 2 0 0.0 1

2 445 南部町 19 1 5.3 19 1 5.3 19 1 5.3 19 1 5.3 48 6 12.5 48 6 12.5 53 19 35.8 53 19 35.8 1 4 0 0.0 0 0 1

2 446 階上町 11 3 27.3 10 2 20.0 11 3 27.3 10 2 20.0 22 11 50.0 17 10 58.8 0 0 0 0 1 6 1 16.7 1 0 0.0 1

2 450 新郷村 12 6 50.0 10 5 50.0 12 6 50.0 10 5 50.0 12 5 41.7 10 4 40.0 9 3 33.3 9 3 33.3 1 1 0 0.0 0 0 1
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青森県

うち一般行政職

女
性
比
率
（％）

女
性
比
率
（％）

女
性
比
率
（％）

うち一般行政職

課
長
相
当
職

女
性
比
率
（％）

係
長
相
当
職

課

長

補

佐

相

当

職

女
性
比
率

うち一般行政職

管
理
職
総
数

部

局

長

相

当

職

次

長

相

当

職

そ の 他

調

査

時

点

コ

ー

ド

調査時点コード 2021年4月1日 その他

女
性
比
率
（％）

うち一般行政職 うち一般行政職

女
性
比
率
（％）

部
局
長
相
当
職

調

査

時

点

コ

ー

ド

そ の 他

防災・危機管理部局への配置状況

うち管理職数

女
性
比
率
（％）

女
性
比
率
（％）

部

局

職

員

数

防

災

・

危

機

管

理

女

性

数

市町村４－４（3）



調査表４－５

市区町村別集計項目（地方自治体職員の通称使用・市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 青森県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

14 1の合計 36 5 0 23 2 22 22 22 22 25 19

3 2の合計 1 31 23 13 34 5 5 9 8 11 9

1 3の合計 3 13 0 0 0 0 0 0 1 1

22 4の合計 0 13 13 9 10 3 10

2 201 青森市 4 青森市議会 1 2 2 1

青森市議会会議規則 
 
第２条 議員は、公務、疾病、育児、看護、介護、
配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由
のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なければ
ならない。 
２ 議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の6週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14 週間）前の日から当該出産の日後8 週
間を経過する日までの範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。 

2 1 1 1 1 1 1

2 202 弘前市 1

弘前市職員旧姓使用取扱要綱 
 
第２条　職員は、法令等の規定に反するおそれ
のない、専ら職員間で使用している文書、簡易な
文書等について、職務遂行上又は事務処理上著
しい支障を生じないものに限り、旧姓を使用する
ことができる。

弘前市議会 1 2 2 1

弘前市議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
２　議員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提
出することができる。 
 
（欠席の届出） 
第91条　委員は、公務、疾病、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なけ
ればならない。 
２　委員は、出産のため出席できないときは、出
産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあって
は、14週間）前の日から当該出産の日後８週間
を経過する日までの範囲内において、その期間
を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を
提出することができる。 

2 1 1 1 1 1 2

2 203 八戸市 1

八戸市職員旧姓使用取扱要綱 
 
（要綱全体で規定）

八戸市議会 1 2 2 1

八戸市議会会議規則 
 
■第1章会議　第2条第2項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。 
■第2章委員会　第91条第2項 
委員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
14週間）前の日から当該出産の日後８週間を経
過する日までの範囲内において、その期間を明
らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出
することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 204 黒石市 4 黒石市議会 1 2 2 1

黒石市議会会議規則 
 
第２条第２項　議員は、出産のため出席できな
いときは、出産予定日の６週間（多胎妊婦の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の
後８週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠
席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 2

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。
問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

調査時点

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定は
あるか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。
問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定は
あるか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

2 205 五所川原市 1

五所川原市職員の旧姓使用に関する規程 
 
第３条　職員は、本人の意思に基づき、この規程
に定める手続きを経ることにより、別表に掲げる
市の文書等に旧姓を使用することができる。 五所川原市議会 1 2 2 1

五所川原市議会会議規則 
 
第２条２項　議員は、出産のため出席できないと
きは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に
あっては、１４週間）前の日から当該出産の日後
８週間を経過するまでの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1

2 206 十和田市 1

十和田市職員の旧姓使用に関する取扱要綱 
 
第２条　職員は、任命権者の承認を得て、職務
遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれ
のないものについて、旧姓を使用することができ
る。

十和田市議会 1 2 3 2 2 4 4 2 4 2 4

2 207 三沢市 1

三沢市職員旧姓使用取扱要綱 
 
（職員の旧姓使用）第3条　職員は、本人の意思
に基づき、この要綱に定める手続を経ることによ
り、別表に掲げる市の文書等に旧姓を使用する
ことができる。

三沢市議会 1 2 2 1

三沢市議会会議規則 
 
第2条　2　議員は、出産のため出席できないと
きは、出産予定日の6週間（多胎妊娠の場合に
あっては14週間）前の日から当該出産の日後8
週間を経過する日までの範囲内において、その
期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届
を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 208 むつ市 1

むつ市職員の旧姓使用に関する取扱要綱 
 
第１条　この訓令は、職員の個性が尊重され、能
力を発揮しやすい職場環境を整備するため、職
員が婚姻、養子縁組その他の事由（以下「婚姻
等」という。）により戸籍上の氏を改めた後も、引
き続き、婚姻等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」
という。）を文書等に使用することについて必要な
事項を定めるものとする。

むつ市議会 1 2 2 1

むつ市議会会議規則 
 
第２条　２　議員は、出産のため出席できないと
きは、出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合に
あっては、１４週間）前の日から当該出産の日後
８週間を経過する日の範囲内において、その期
間を明らかにして、あらかじめ議長に欠席届を
提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 209 つがる市 1

つがる市職員旧姓使用取扱要綱 
 
第３条 
職員は、本人の意思に基づき、この訓令に定め
る手続きを経ることにより、別表に掲げる文書等
に旧姓を使用することができる。 つがる市議会 1 2 2 1

つがる市議会会議規則 
 
 
第２条２項、第９１条２項 
議員は、出産のため出席できないときは、出産
予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、
１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を
経過する日までの範囲において、その期間を明
らかにして、あらかじめ議長に欠席届を提出す
ることができる。 
 
 

2 1 1 1 1 1 1

2 210 平川市 4 平川市議会 1 2 2 1

平川市議会会議規則 
 
第2条第2項　議員は、出産のため出席できない
ときは、出産予定日の8週間（多胎妊娠の場合
にあっては、14週間）前の日から当該出産の日
後8週間を経過する日までの範囲内において、
その期間を明らかにして、あらかじめ議長に欠
席届を提出することができる。 
 
第91条第2項　委員は、出産のため出席できな
いときは、出産予定日の8週間（多胎妊娠の場
合にあっては、14週間）前の日から当該出産の
日後8週間を経過する日までの範囲内におい
て、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長
に欠席届を提出することができる。 
 

2 1 1 1 1 1 1

2 301 平内町 1

平内町職員旧姓使用取扱要綱 
 
（旧姓使用の届出） 
第3条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、
旧姓使用届出書により、所属長を経由して町長
に届出なければならない。

平内町議会 1 2 2 1

平内町議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由
を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出な
ければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあつては、14週間）前の日から
当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 303 今別町 4 今別町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。
問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定は
あるか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

2 304 蓬田村 4 蓬田村議会 1 2 2 1

蓬田村議会会議規則 
 
第２条２前項の規定にかかわらず、議員が出産
のために出席できないときは、出産予定日の６
週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前
の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内においてその期間を明らかにして、
あらかじめ議長に欠席届を提出することができ
る。

2 1 1 1 1 1 1

2 307 外ヶ浜町 4 外ヶ浜町議会 1 1 2 1

外ヶ浜町議会会議規則 
 
前項の規定にかかわらず、議員が出産のため
出席できないときは、出産予定日の6週間（多胎
妊娠の場合にあつては、14週間）前の日から当
該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内
において、その期間を明らかにして、あらかじめ
議長に欠席届を提出することができる。（第2条
第2項）

2 1 1 1 1 1 1

2 321 鰺ヶ沢町 1

鰺ヶ沢町職員旧姓使用取扱要綱 
 
第２条　職員は、承認を受けて、法律及び条例等
の規定に反するおそれのない専ら職員間で使用
する文書等であって、職務遂行上又は事務処理
上の誤解又は混乱の生じるおそれのないものに
限り、旧姓を使用することができる。

鰺ヶ沢町議会 1 2 2 1

鰺ヶ沢町議会会議規則 
 
第２条２　前項の規定にかかわらず、議員が出
産のため出席できないときは、出産予定日の６
週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前
の日から当該出産の日後８週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

2 323 深浦町 4 深浦町議会 1 2 2 1

深浦町議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第2条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由
を付け、当日の開議時刻までに議長に届けなけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の6週間（多
児妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 343 西目屋村 4 西目屋村議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4
2 361 藤崎町 4 藤崎町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4

2 362 大鰐町 4 大鰐町議会 1 2 2 1

大鰐町議会会議規則 
 
第2条第2項　前項の規定にかかわらず、議員
が出産のため出席できないときは、出産予定日
の6週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）
前の日から当該出産の日後8週間を経過する日
までの範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

2 1 1 1 1 1 1

2 367 田舎館村 4 田舎館村議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 2 2
2 381 板柳町 4 板柳町議会 1 2 3 2 2 4 4 2 2 2 4

2 384 鶴田町 4 鶴田町議会 1 2 2 1

鶴田町議会会議規則　 
 
（欠席の届出） 
第２条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由
を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出な
ければならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。
問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定は
あるか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

2 387 中泊町 1

中泊町職員旧姓使用取扱要綱 
 
（趣旨） 
第1条　この訓令は、中泊町職員（臨時職員及び
非常勤職員を除く。以下「職員」という。）が婚姻、
養子縁組その他の事由（以下「婚姻等」という。）
によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻
等の前の戸籍上の氏（以下「旧姓」という。）を文
書等に使用することに関して必要な事項を定め
るものとする。 
（旧姓を使用できる文書等） 
第2条　旧姓を使用することができる文書等は、
法令等に抵触する恐れがなく、専ら職員間で使
用している文書、軽易な文書等で職務遂行上又
は事務処理上誤解や混乱を招く恐れのないもの
において、旧姓を使用することができる。 
2　前項の旧姓を使用することができる文書等と
は、別表に掲げるものとする。 
（旧姓使用の申請） 
第3条　職員は、旧姓は使用しようとするときは、
旧姓使用申請書（様式第1号）を所属長を経由し
て町長に提出し承認を受けなければならない。 
（旧姓使用の承認等） 
第4条　町長は、前条の申請書の提出があった
場合において、職務遂行上又は事務処理上支障
がないと認めるときは、旧姓使用を承認するもの
とする。 
2　町長は、前項の規定により旧姓の使用を承認
したときは、旧姓使用承認通知書（様式第2号）に
よりその旨を所属長を経由して当該承認を受け
た職員に通知するものとするｌ。

中泊町議会 1 2 2 1

中泊町議会会議規則 
 
（欠席の届出） 
第2条　議員は、公務、疾病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときは、その理由
を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出な
ければならない。 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の6週間８多
胎妊娠の場合にあっては、14週間）前の日から
当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 401 野辺地町 1

野辺地町職員旧姓使用取扱要綱 
 
第一条　この訓令は、野辺地町に勤務する一般
職の職員（臨時及び非常勤の職員を除く。以下
「職員という。）が働きやすく、能力を発揮しやす
い職場環境づくりを進めるため、職員が婚姻、養
子縁組その他の事由によって戸籍上の氏を改め
た後も、以前使用していた氏（以下「旧姓」とい
う。）を職場において使用することについて定める
ものとする。

野辺地町議会 1 2 2 1

野辺地町議会会議規則 
 
第二条　議員は、公務、傷病、出産、育児、看
護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得
ない事由のため出席できないときはその理由を
つけ、当日の会議時刻までに議長に届け出なけ
ればならない。 
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の六週間
（多胎妊娠の場合にあつては、十四週間）前の
日から当該出産の日後八週間を経過する日ま
での範囲内において、その期間を明らかにし
て、あらかじめ議長に欠席届を提出することが
できる。

1 1 1 1 1 1 1

2 402 七戸町 2 七戸町議会 1 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2

2 405 六戸町 4 六戸町議会 1 2 2 1

六戸町議会会議規則 
 
第2条第2項 2 1 1 1 1 1 1

2 406 横浜町 2 横浜町議会 1 2 2 1

横浜町議会会議規則 
 
第２条 
　議員は、公務、傷病、出産、育児、看護、介
護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない
事由のために欠席できないときはその理由をつ
け、当日の会議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。 
 
２項 
　前項の規定にかかわらず、議員が出産のため
出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から
当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲
内において、その期間を明らかにして、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

市町村４－５



問１ 問２ 問３ 問４ 問５ 問６ 問７

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定が無く、
運用上も認めていない。
４．明記した規定が無く、
過去に事例が無い。

左記で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

議　　会　　名

１．明記した規定がある。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．その他（欠席の例がな
い、不明等）

１．2014年度以前
２．2015年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限
の期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．明記した規定
がある。
２．明記した規定
はない。

１．あり
２．なし
３．その他 その他具体例

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

議員の出産を欠席事由と
して明記した規定（産休を
含む）があるか。

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員の通称又は旧姓の使用を認めていますか。
問１で１．を選択
した場合、出産
に係る産前産後
期間の明記はあ
るか。

問１で、１．を選択し
た場合、「欠席事由と
して明記した規定」は
いつ制定されたか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由につい
て、以下の事由について１～４のいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問８

問１で１．を選択した場
合、取得することが可
能な休業期間は、次の
うちどれか。

問４で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問６で１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

問１で１．を選択した場合、休暇期
間の報酬について減額の規定は
あるか。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

2 408 東北町 4 東北町議会 1 2 2 1

東北町議会会議規則 
 
第2条 
2　前項の規定にかかわらず、議員が出産する
ため出席できないときは、出席予定日の6週間
（多胎妊婦の場合にあっては、14週間）前の日
から当該出産の日後8週間を経過する日までの
範囲内において、その期間を明らかにして、あら
かじめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 1

2 411 六ヶ所村 1

六ヶ所村職員旧姓使用取扱要綱 
 
第３条　職員は、旧姓を使用しようとするときは、
旧姓使用承認申請書（様式第１号）により、あら
かじめ村長の承認を受けなければならない。

六ヶ所村議会 3 4 4 4 4 2 4

2 412 おいらせ町 1

おいらせ町職員旧姓使用取扱要綱 
 
第1条　この訓令は、職員が互いに個性を尊重
し、能力を発揮しやすい職場環境の整備を図る
ため、職員が婚姻、養子縁組その他の事由によ
り戸籍上の姓を改めた後も、以前使用していた
氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用する
ことに関し、必要な事項を定めるものとする。

おいらせ町議会 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2

2 423 大間町 4 大間町議会 3 2 2 2 2 2 2
2 424 東通村 3 東通村議会 1 1 3 2 2 4 4 4 4 1 4
2 425 風間浦村 4 風間浦村議会 3 4 4 4 4 1 1

2 426 佐井村 4 佐井村議会 1 1 3 2 1

佐井村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等
に関する条例 
 
第７条第１項　佐井村議会会議規則（平成１３年
佐井村議会規則第１号。以下「規則」という。）第
２条第２項に規定する長期欠席（不在）届があっ
た場合、次の表に定める区分に応じて報酬月額
を減少するものとする。

4 4 4 4 1 4

2 441 三戸町 1

三戸町職員の旧姓使用に関する要綱 
 
第3条旧姓を使用することができるものは、次の
各号に該当するものであって、おおむね別表第
一にかかげるものとする。一　組織内部で使用さ
れる文書で、職員の同一性が容易にできるも
の。　二　対外的にも使用されるが特別な法律関
係を生じるさせるおそれのないもの。三　前二号
に掲げるもののほか、特に支障がないと任命権
者が認めるもの

三戸町議会 2 2 2 2 2 2 2

2 442 五戸町 4 五戸町議会 1 2 2 1

五戸町議会会議規則 
 
（欠席の届出）
第２条（略）
２　前項の規定にかかわらず、議員が出産のた
め出席できないときは、出産予定日の６週間（多
胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から
当該出産の日後８週間を経過する日までの範
囲内において、その期間を明らかにして、あらか
じめ議長に欠席届を提出することができる。

2 1 1 1 1 1 4

2 443 田子町 4 田子町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4
2 445 南部町 4 南部町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3
2 446 階上町 4 階上町議会 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4
2 450 新郷村 2 新郷村議会 1 1 3 2 2 4 4 2 2 2 2

市町村４－５



調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 青森県

議会関係は2021年7月1日（その他2021年4月1日）

問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置されている。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設置または提供
がされている。（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。

１

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

規

定

(

倫

理

規

定

等

)

が

あ

る

２

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

関

す

る

議

員

向

け

相

談

窓

口

を

設

置

し

て

い

る

３

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

議

員

向

け

研

修

を

行
っ

て

い

る

４

．

そ

の

他
その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

0 2 2 1 0 0 0 1 1 2

0 2 7 0 1 0 0 6 2 32

0 0 31 0 0 1 0 33 2 6

40 36 0 0 0 0 0 0 35

2 201 青森市 4 2 3 3 2 1
青森市地域防災計画 
 
女性団体等に対する各種連絡等に関するこ

2 202 弘前市 4 2 3 3 4 2
2 203 八戸市 4 1 3 3 2 2

2 204 黒石市 4 4 3 3 1

黒石市議会先例・申し合わせ事項 
 
15　通称の使用について　１　通称（公職選挙
法制度の通称）を議員氏名として使用したい議
員は、議長に対し通称使用許可の申請をする
こととし、議長の許可により、その任期中、本名
に代えて通称を使用することができる。

2

2 205 五所川原市 4 4 1 2 3 4 2
2 206 十和田市 4 4 3 3 4 2
2 207 三沢市 4 4 3 3 4 2
2 208 むつ市 4 4 3 3 4 2
2 209 つがる市 4 4 3 3 3 2
2 210 平川市 4 4 3 3 4 2
2 301 平内町 4 4 2 2 4 2
2 303 今別町 4 4 3 3 4 2
2 304 蓬田村 4 4 2 2 4 2
2 307 外ヶ浜町 4 4 3 3 4 2
2 321 鰺ヶ沢町 4 4 3 3 4 2
2 323 深浦町 4 4 2 2 4 2
2 343 西目屋村 4 4 2 3 4 3
2 361 藤崎町 4 4 2 3 4 2
2 362 大鰐町 4 4 3 3 4 2
2 367 田舎館村 4 4 3 3 4 3
2 381 板柳町 4 4 3 3 4 2
2 384 鶴田町 4 4 2 2 4 3
2 387 中泊町 4 1 3 3 4 2
2 401 野辺地町 4 4 3 3 4 3
2 402 七戸町 4 4 3 3 4 2
2 405 六戸町 4 4 3 3 4 2
2 406 横浜町 4 4 2 2 4 2
2 408 東北町 4 4 3 3 4 2
2 411 六ヶ所村 4 4 3 3 4 2
2 412 おいらせ町 4 4 3 2 4 3

2 423 大間町 4 4 3 3 4 1

大間町地域防災計画 
 
防災業務の推進にあたっては、男女双方の視
点に配慮し、施策の方針決定過程及び現場に
おける女性の参画を拡大し、男女共同参画の
視点を取り入れた防災体制の確立に努めるも
のとする。

2 424 東通村 4 4 3 1 4 3
2 425 風間浦村 4 4 3 3 4 2
2 426 佐井村 4 4 3 3 4 2
2 441 三戸町 4 4 3 3 3 2

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドライン
を含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センター
の具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

都

道

府

県

コ

ー

ド

議会において、通称又は
旧姓の使用を認めていま
すか。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することのできる授乳室等が議
会に設置または提供されているか。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。 問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関
するもの以外）を行ってい
ますか。

調査時点

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市町村４－５ (2)



問９ 問１０ 問１１ 問１３ 問１４ 問１５ 問１６ 問１７

１．人員及び場所の設置
または提供がされてい
る。（臨時のものも含む）
２．保育に必要な場所の
設置または提供がされて
いる。（臨時のものも含
む）
３．設置または提供する
予定である。
４．なし

１．専用の場所が設置されている。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設置または提供
がされている。（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定である。
４．なし

１．行っている。
２．行っていないが、今
後取組む予定である。
３．行っておらず、今後
取組む予定もない。

１

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

規

定

(

倫

理

規

定

等

)

が

あ

る

２

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

に

関

す

る

議

員

向

け

相

談

窓

口

を

設

置

し

て

い

る

３

．

ハ

ラ

ス

メ

ン

ト

防

止

に

関

す

る

議

員

向

け

研

修

を

行
っ

て

い

る

４

．

そ

の

他
その他内容

１．行っている。
２．行っていないが、今後
取組む予定である。
３．行っておらず、今後、取
組む予定もない。

１．明記した規定があり、
認めている。
２．明記した規定はない
が、運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．位置づけられた
規定がある。
２．位置づけられてい
ない。
３．その他（不明等）

左記で、１．を選択した場合
該当部分の規定を記入してください。

地域防災計画や避難所運営に関する指針（手引き・ガイドライン
を含む）に、男女共同参画担当部局又は男女共同参画センター
の具体的な役割が明確に位置づけられているか。

問１２

都

道

府

県

コ

ー

ド

議会において、通称又は
旧姓の使用を認めていま
すか。

問１５で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

市　　　区　　　町　　　村　　　議　　　会　　　の　　　議　　　員　　　の　　　両　　　立　　　支　　　援　　　体　　　制　　　に　　　関　　　す　　　る　　　調　　　査

議員の利用することので
きる保育施設等が議会に
設置または提供されてい
るか。

議員の利用することのできる授乳室等が議
会に設置または提供されているか。

議会におけるハラスメン
ト防止に関する取組を
行っているか。

問１１で１．を選択した場合、行っている取組みは、次のうちどれか。 問１２で、１．を選択した場合
該当部分の条文（本文）を記入してくださ
い。

男女共同参画に関する研
修（ハラスメント防止に関
するもの以外）を行ってい
ますか。

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

2 442 五戸町 4 4 1 1 3

五戸町職員のハラスメントの防止等に関する
条例 
 
（町長等及び議員の責務）
第３条（略）
３　町長、副町長、教育長、行政委員会の委員
長及び委員（以下「町長等」という。）ならびに町
議会議員（以下「議員」という。）は、町政に携わ
る機能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に
従って、その使命の達成に努めなければならな
い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　町
長等及び議員は、ハラスメントの事実が疑われ
たときは、自ら誠実な態度を持って疑惑の解明
に当たるとともに、その責任を明確にするよう
努めなければならない。
（苦情処理委員会）
第９条（略）
４　委員会は、相談・苦情に係る当該者が町長
等又は議員である場合は、前項第２号に規定
する委員に代えて臨時に２名以内の委員を別
に置くことができる。
６　委員会は、調査審議に当たり、必要に応じ
て町長等、議員、職員その他苦情・相談に関係
する者に対して聴取することができる。
（対応措置）
第１１条　町長は、事実関係の公平な調査によ
りハラスメントの事実が確認された場合は、次
の各号の行為者に対し、当該各号に定める内
容を行うことができる。
（１）町長等または議員　公表

3 4 2

2 443 田子町 4 4 3 3 4 2
2 445 南部町 4 4 3 3 4 2
2 446 階上町 4 4 3 3 4 2
2 450 新郷村 4 4 3 3 4 2

市町村４－５ (2)
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